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１ 計画策定と見直しについて 

(1) 計画の策定  

本市の船舶事業は、当初計画策定時においては、車両の小型化や景気の低迷による

航送車両台数及び旅客数の減少により、収益に大きな影響を受けるとともに、世界的

な原油高により船舶燃料価格が上昇するなど厳しい経営環境にありました。 

また、老朽化が進行している桜島港のフェリーターミナルや接岸施設等の整備を図

るとともに、老朽化した船舶を更新する必要があることなどから、今後、経営状況は

ますます厳しくなることが予想されていました。 

このような厳しい経営環境のもと、時代の要請に的確に対応し、中長期的な視点に

立って計画的に経営を行うため、鹿児島市船舶事業経営計画を策定したものです。 

 

(2) 計画の見直し  

平成２４年度に策定した経営計画については、平成２５年度から平成３４年度まで

の１０年間の計画ですが、平成２６年１２月の東九州自動車道の延伸や大隅縦貫道の

開通のほか桜島の火山活動など船舶事業を取り巻く環境が大きく変化してきたこと

から、平成２９年度に見直しを行うこととしました。 

 

２ 計画期間と計画の位置付け 

(1) 計画期間  

平成２５年度から平成３４年度までの１０年間 

 

(2) 経営計画と中期財政計画との関係  

経営計画の後期に当たる平成３０年度から平成３４年度の５年間の取組みを中期

財政計画に位置付けます。 

 

(3) 経営計画と経営戦略との関係  

見直し後の経営計画を「経営戦略」として位置付けます。 

≪経営計画の位置付け≫ 

年度 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 

総合計画 
           

経営計画 

           

中期財政 

計画 

           

 

第五次鹿児島市総合計画 H24～H33（10年間） 

H25～H27 

(3 年間） 

H28～H30 

(3 年間） 

H25～H34（10年間） 
 
 
※H29見直し後の経営計画を経営戦略と位置付け 

【H29見直し】 
H30～H34（5年間） 

あ 
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３ 船舶事業を取り巻く環境 

(1) 桜島・大隅地域の人口の推移  

近年の桜島・大隅地域の人口の傾向を見ると、年々減少しています。また、高齢化

率が高い状況であることから、通勤通学など定期的な利用者は減少しているものと推

測され、今後も定期的な利用者が増える見込みはないものと考えます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 宿泊観光客数の推移  

 市の観光統計によれば、中国などアジア各国からの観光客が増加傾向にあります。

今後、ＮＨＫ大河ドラマの放映や東京オリンピック・パラリンピックの開催などを契

機に、国内外からの観光客が大幅に増えるのではないかと見込まれています。 
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図１ 桜島・大隅地域の人口の推移 
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図２ 入込観光客数・宿泊観光客数の推移 
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図３ 外国人宿泊観光客数の推移 
(単位：人) 
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(3) 東九州自動車道の延伸・大隅縦貫道の開通  

 平成２６年１２月に東九州自動車道の曽於弥五郎ＩＣと鹿屋串良ＪＣＴ間と大隅

縦貫道が開通したことで、鹿児島市と鹿屋市が高速道路でつながりました。このこと

により、航送車両台数が大きな影響を受けています。 

 

 

 開通前 開通後 増減率 

平 日 2,600 6,200 240% 

休 日 2,400 7,700 320% 

 

 

 
フェリー利用 

鹿児島北 IC～ 

 笠之原 IC 

距 離 約 50.9km 約 105km 

時 間 約 1時間 30 分 約 1時間 40 分 

費 用 約 1,900 円 約 2,500 円 

 

 

４ 船舶事業のこれまでの取組み 

(1) 実施済の取組み  

ア 地方公営企業会計制度見直しへの対応（平成２６年度） 

イ バンカーサーチャージ導入の検討（平成２６年度） 

ウ 船舶事業８０周年記念事業の実施（平成２６年度） 

エ 船舶へのパソコン設置（平成２７年度） 

オ 避難所としての機能充実（平成２８～２９年度） 

カ 桜島港新フェリーターミナル建替え時における取組み（平成２８～２９年度） 

 

【東九州自動車道の交通量の変化】 
末吉財部 IC～曽於弥五郎 IC (単位：台/日) 

【距離・時間等の比較】 
鹿児島市役所～鹿屋市役所 

 

※平日利用、割引なし、ガソリン代込、同乗者 
なし。待ち時間、渋滞は考慮しない。 

 

（国土交通省：H27.9.2付記者発表資料） 
 

※国土地理院ウェブサイトからダウンロードし
た地理院地図をもとに鹿児島市船舶局作成 

 
 

 

 
平成 26年 12月開通 

曽於弥五郎 IC 

末吉財部 IC 

野方 IC 

鹿屋串良 JCT 

笠之原 IC 
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５ 船舶事業の現状と課題 

(1) 経営状況等  

ア 船舶事業の概要 

桜島フェリーは、昭和９年、旧西桜島村の村民の生活航路・通学航路として事

業を開始して以来、桜島地域と市街地のみならず、薩摩・大隅両半島を結ぶ海上

交通機関として重要な役割・使命を担い、本市における総合的な交通体系の中に

位置づけられるとともに、鹿児島が世界に誇る自然の観光資源である桜島へのア

クセスとして、本市の観光振興と地域の活性化に寄与しています。 

また、災害発生時においては救難船舶としての役割を果たします。 

 

イ 業務量の推移  

過去５年間の業務量の推移を見ると、平成２６年１２月の東九州自動車道の延

伸や大隅縦貫道の開通、平成２７年８月の桜島噴火警戒レベルの引上げなどによ

り、平成２７年度は、平成２６年度と比べると旅客人数は１０％程度、航送車両

台数は１５％程度それぞれ落ち込みました。その後、回復傾向にありますが、平

成２６年度の水準までには戻っていない状況です。 

また、航送車両台数も減少しており、軽自動車の普及や普通車のコンパクト化

が進み、１台あたりの料金単価が減少しています。 
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図５ 車両台数に占める普通車と軽自動車等の割合 

軽自動車・コンパクトカー（3m-4m未満） 

普通車（4m-5m未満） 

(単位：千人) (単位：千台) 

(単位：％) 
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ウ 原油価格とＡ重油購入価格の推移 

船舶局所有の船舶の燃料であるＡ重油の購入価格の過去１０年間の値動きを

見ると、原油価格の影響を強く受けています。 

特に、平成１９年度までは、新興国や中東産油国の経済発展を背景に石油需要

を急拡大したことから、平成２０年 7月には史上最高値を記録しました。 

しかしながら、平成２０年９月に起きたいわゆる「リーマンショック」により、

同年１２月に原油価格は急落しました。 

その後、新興国の堅調な経済発展等により、平成２１年度以降、再び原油価格

は上昇局面へ突入しました。 

しかし、平成２６年ごろから、米国のシェールオイル増産、欧州や中国の景気

減速の中、原油価格は低下しましたが、平成２８年４月以降は、世界経済の緩や

かな回復に加え、再び上昇しています。 

このように、原油価格は、世界経済の影響を受けており、今後も原油価格の推

移を注視する必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典）輸入原油ＣＩＦ価格：ＪＸ日鉱日石エネルギー㈱「石油便覧」ホームページ  

なお、Ａ重油購入価格は船舶局の購入実績 
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図６ 輸入原油ＣＩＦ価格とＡ重油購入価格の推移 
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(単位：円/バレル) (単位：円/リットル) 
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エ 財政状況 

過去１０年間の損益収支を見ると、途中、世界的な原油高に伴う船舶燃料単価

の高騰等により純損失が生じた年度もありましたが、平成２６年度までは概ね堅

調に純利益が確保されていました。 

しかし、平成２７年度以降は、東九州自動車道の延伸や大隅縦貫道の開通、桜

島の火山活動、桜島・大隅地域の人口減少等の影響を受け、航走車両台数や旅客

人数が減少し、平成２８年度には、約２億４，５００万円の純損失を生じるなど、

極めて厳しい状況にあります。 

なお、過去１０年間の年度末資金残高については、平成２６年度までは概ね堅

調に推移していましたが、平成２７年度以降は、純損失を生じたことから減少し

ています。 
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(2) 今後の経営見通し  

収入面については、車両の小型化、桜島・大隅地域の人口減少や少子高齢化の進行、

東九州自動車道や大隅縦貫道の影響などを踏まえると、今後の運航収益の増加は見込

みにくい状況にあります。 

一方、支出面については、桜島港の施設整備や船舶の更新等多額の経費が見込まれ

ることに加え、原油価格の上昇傾向に伴い、船舶燃料であるＡ重油の購入価格につい

ても上昇傾向にあり、船舶事業の経営は、今後ますます厳しくなっていくことが予想

されます。 

このような中においては、より一層、収入の確保や経費の削減を図るとともに、限

られた財源を有効活用する中で、経営状況を常に把握しながら事業を進め、船舶の更

新についても、適切で適正規模の整備を進めて行く必要があります。 

 

６ 将来推計 

経営計画を策定するにあたり、船舶数、年間運航距離及び年間輸送量について、次

の通り推計します。 

 船舶数については、平成２９年度から運航体制を６隻体制から５隻体制に見直しま

した。 

 年間運航距離については、平成３３年度のダイヤ改定を想定した場合、１７万 km

程度になるものと見込んでいます。 

 年間輸送量については、国内外からの観光客の増加が見込まれることから、平成 

３４年度には、旅客は３５５万人程度、車両は１３０万３千台程度になるものと見込

んでいます。 

また、手小荷物については、これまでと同水準を維持するものと見込んでいます。 

区    分 
H26 

(実績) 

H28 

(実績) 

H29 

(見込) 

H30 

(見込) 

H31 

(見込) 

H32 

(見込) 

H33 

(見込) 

H34 

(見込) 

(1)船 舶 数 

（隻） 
6 6 5 5 5 5 5 5 

(2)年間運航距離 

（Km） 
212,792 181,771 181,238 181,238 181,728 181,238 169,729 169,729 

(3)年間輸送量 

 

旅客人数 

(千人) 
3,451 3,254 3,396 3,515 3,480 3,532 3,550 3,550 

航送車両台数 

(千台) 
1,462 1,295 1,297 1,310 1,297 1,310 1,310 1,303 

手小荷物 

(千 kg) 
8,758 8,432 8,432 8,432 8,432 8,432 8,432 8,432 



 
                          

     
 

第五次鹿児島市総合計画 

７ 経営理念及び基本目標、重点取組項目等（経営計画体系図） 

（４）環境に配慮した効率的な施設等の整備 

①市民と行政が拓く 
協働と連携のまち 
【信頼・協働政策】 

②水と緑が輝く 
人と地球にやさしいまち 
【うるおい環境政策】 

③人が行き交う 
魅力とにぎわい 
あふれるまち 

【にぎわい交流政策】 

④健やかに暮らせる 
安全で安心なまち 

【すこやか安心政策】 

⑤学ぶよろこびが広がる 
誇りあるまち 

【まなび文化政策】 

⑥市民生活を支える 
機能性の高い快適なまち 

【まち基盤政策】 

（１）安全運航体制の推進 

（２）乗客サービスの向上  

（３） 経営健全化の推進 

基本目標 基本目標 

 本市船舶事業は、「安全で快適な運航、効率的な事業運営」を経営理念に、新たな課題等に的確に対応し、 
最大限効率的に活用し、現在のみならず将来にわたって、船舶事業を健全に運営していくこととします。 
 また、この理念を実現するために、４つの基本目標を掲げるとともに、その目標を確実に実現するため、 

経営理念 
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経費削減策 

増収対策 

鹿児島市船舶事業経営計画 
                         ～安全で快適な運航、効率的な事業運営～ 
 

     
 

(ｱ) 

嘱託職員の正規船員への登用 

(ｲ) 

バリアフリー化の推進 

利用者ニーズの把握及び迅速な対応 

(ｲ) 

運賃徴収における利便性・効率性の向上 

(ｳ) 

安全運航の推進 (ｱ) 

運航体制等の見直し (ｲ) 

危機管理等の体制整備 (ｱ) 

救難船舶としての機能充実 (ｲ) 

緊急事態等対応訓練の充実 (ｳ) 

環境にやさしく経済性を考慮した新船の建造 (ｱ) 

環境等に配慮した施設の整備 (ｲ) 

防汚塗装による推進効率の向上 (ｳ) 

低公害車の導入 (ｴ) 

緑のカーテンの取組みの充実 (ｵ) 

具体的方策 

                                                                         船舶事業の特性や公営企業のあるべき姿を踏まえながら、多様な手法により、限られた資源を、 
                                                                                             
                                                 ９つの重点取組項目を定め、着実に実行していきます。 

重点取組項目 

お客様の視点に立ったサービスの提供 ア 

危機管理体制の強化 イ 

安全運航の推進等 ア 

環境に配慮した施策の推進 ア 

 組織・定数の見直し (ｱ) 

情報の共有化 (ｳ) 

活力ある職場づくり (ｴ) 

人事評価制度の活用 (ｵ) 

交流人口増時代における取組み (ｱ) 

販売促進活動の推進 (ｳ) 

広告収入の拡大 (ｴ) 

人件費の抑制 (ｱ) 

省エネ運航の徹底 (ｲ) 

物件費の抑制 (ｳ) 

桜島港新フェリーターミナルの活用 (ｵ) 

原価主義に基づく適正な運賃等の設定 (ｱ) 

資金の確保 (ｲ) 

一般会計からの繰入金の確保 (ｳ) 

組織の活性化と人材育成 ア 

財源の確保 イ 

ウ 

エ 

(ｴ) 

職員研修の充実 

桜島フェリー及び桜島等に関する情報発信の充実 (ｲ) 
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８ 計画最終年度における船舶事業のあるべき姿（２０２２年ビジョン） 

  本計画の最終年度である平成３４年度に、船舶事業のあるべき姿を「２０２２年ビジ 

ョン」として定め、利用者のご理解を得ながら、船舶局一丸となってビジョンに向け、 

取り組みます。 

 

 

（１） 「安全で快適な運航」を推進し、事故ゼロを目指します。 

   〔具体的方策〕安全運航の推進 など 

（２） 桜島や錦江湾の魅力を体感できる桜島フェリーならではのブランドの確立を目 

指します。 

   〔具体的方策〕交流人口増時代における取組み、桜島フェリー及び桜島等に関す 

る情報発信の充実 など 

（３） 海上交通機関としての責務を果たしていくため赤字を解消し、経営健全化を目 

指します。 

   〔具体的方策〕運航体制等の見直し、原価主義に基づく適正な運賃等の設定 な 

          ど 

 

９ 重点取組項目 

基本目標：（１）安全運航体制の推進 

ア 安全運航の推進等  

 「安全で快適な運航、効率的な事業運営」を経営理念に、公共交通機関として

安全運航に努めるべく、任意ＩＳＭコードに基づき、安全運航を維持するための

体制等の確立に引き続き取り組みます。 

 平成２６年度に第二桜島丸が竣工し、車両の積載台数等が増加することから、

平成２９年度から従来の６隻体制から５隻体制での運航とし、今後、より効率的

な運航を行うために、これまでの輸送実績や各面からの検証を踏まえて、経営状

況や社会情勢等を見極めながら、運航ダイヤの改定を検討します。 

 

イ 危機管理体制の強化  

 引き続き、非常時の対応マニュアルに基づく適正な運用を行うとともに、救難

船舶として船舶の機能を充実させるほか、関係機関と連携を密にしながら、緊急

事態等対応訓練に取り組みます。 

 

基本目標：（２）乗客サービスの向上 

ア お客様の視点に立ったサービスの提供  

 引き続き、乗船データやモニター制度等を活用し、利用者ニーズに合った事業

運営に努めるとともに、利用者が快適に利用できるようバリアフリーの観点から

接岸設備等の整備を進めます。 

２０２２年ビジョン 
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 また、老朽化した料金徴収所の整備について検討するとともに、クレジットカ

ードなどが利用できる環境整備について関係機関と連携して取り組むなど、利用

者の利便性及び徴収作業の効率性の高い運賃徴収方法について調査・研究します。 

 

基本目標：（３）経営健全化の推進 

ア 組織の活性化と人材育成  

 社会経済状況や新たなお客様ニーズに対応した施策を、効率的かつ効果的に展

開できるよう、組織を適宜見直すほか、様々な情報を局内で共有化することで職

員の接遇マナーや安全運航に関する技術の向上等に努めます。 

 

イ 財源の確保  

運賃等については、平成３１年１０月の消費税率引上げに合わせて、増税分を

運賃等へ転嫁することや、原価主義に基づき適正な運賃等を設定することを基本

に、経営状況や社会情勢等を参考にしながら、改定について検討します。 

 施設整備や船舶の更新に向けて、国庫補助金の積極的な活用を検討するととも

に、自己資金の確保を計画的に行います。 

 

ウ 増収対策  

 新たな需要を喚起するため、錦江湾岸市町や大隅地域と連携した取り組みを行

うほか、関係機関と連携して修学旅行の誘致強化に努めます。 

 また、よりみちクルーズなど各種クルーズ船の運航について、市の関係部局と

の連携を深化させ、収支改善に向けた検討を進めます。 

 ＳＮＳなど多様な媒体を活用して、桜島フェリーだけでなく桜島・錦江湾ジオ

パークなど世界に誇れる自然の魅力を積極的に情報発信するほか、外国人旅行者

が増加傾向にあることから、外国語版ホームページの充実を図ります。 

平成２９年度に完成した桜島港新フェリーターミナルのコミュニティスペース

や隣接するイベント広場を市民等によるイベントに活用することで、地域の活性

化とともに桜島フェリーの利用促進を図ります。 

 

エ 経費削減策  

業務改善運動の実施など業務の効率化に取り組み人件費を抑制するほか、給油

施設建設の可能性を検討するなど安定した船舶給油の確保に取り組みます。 

 

基本目標：（４）環境に配慮した効率的な施設等の整備 

ア 環境に配慮した施策の推進  

船舶の更新にあたっては、使用年数の延長を図りながら検討することとし、事

業効率を念頭に環境や経済性を考慮して建造します。 
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１０ 重点取組項目に基づく具体的方策

４つの基本目標を確実に実現するため、８つの重点取組項目を定め、次の具体的方策

を実施していきます。

(1) 安全運航体制の推進

ア 安全運航の推進等

(ｱ) 安全運航の推進

(ｲ) 運航体制等の見直し

ａ 運航体制の見直し

ｂ 運航ダイヤの見直し

     ※運航ダイヤの見直しは、今後の経営状況、社会情勢及び各面からの検証を

踏まえ、改定時期を検討します。

イ 危機管理体制の強化

(ｱ) 危機管理等の体制整備

(ｲ) 救難船舶としての機能充実

(ｳ) 緊急事態等対応訓練の充実

(2) 乗客サービスの向上

ア お客様の視点に立ったサービスの提供

(ｱ) 利用者ニーズの把握及び迅速な対応

ａ おもてなしの心を持った対応

ｂ 乗船データの活用

ｃ モニター制度等の活用

(ｲ) 職員研修の充実

ａ 接遇マナーや安全運航に関する研修の強化

ｂ 公務員倫理意識の向上

ｃ 研修体系の確立

ｄ 職員のメンタルヘルスを含む健康管理への取組み

(ｳ) バリアフリー化の推進

(ｴ) 運賃徴収における利便性、効率性の向上

ａ クレジットカードなどへの対応

ｂ 料金徴収所の整備及び運賃徴収方法の改善

(3) 経営健全化の推進

ア 組織の活性化と人材育成

(ｱ) 組織・定数の見直し

(ｲ) 嘱託船員の正規船員への登用

(ｳ) 情報の共有化
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ａ 経営の健全化に関する情報の共有化

ｂ 意見、要望に関する情報の共有化

ｃ 安全運航の確保に関する情報の共有化

(ｴ) 活力ある職場づくり

(ｵ) 人事評価制度の活用

イ 財源の確保

(ｱ) 原価主義に基づく適正な運賃等の設定

ａ 運賃等の改定に関する検討

ｂ 消費税率見直しへの対応

(ｲ) 資金の確保

(ｳ) 一般会計からの繰入金の確保

ウ 増収対策

(ｱ) 交流人口増時代における取組み

ａ 需要の継続及び新たな需要の喚起

ｂ よりみちクルーズ船、納涼観光船、錦江湾魅力再発見クルーズ及び貸切

船の集客力・収益の向上

ｃ 新幹線沿線都市等における修学旅行等の誘致強化

ｄ 桜島地区や湾岸市町及び大隅半島との連携

ｅ サクラジマアイランドビュー等バス・電車との連携

(ｲ) 桜島フェリー及び桜島等に関する情報発信の充実

ａ インターネットを活用した情報発信の推進

ｂ 観光情報の発信による認知度向上

ｃ 風評被害対応の強化

(ｳ) 販売促進活動の推進

ａ 回数乗船券・コンビニ往復割引乗船券のＰＲ強化

ｂ オリジナルグッズの企画、製作の拡大

(ｴ) 広告収入の拡大

(ｵ) 桜島港新フェリーターミナルの活用

エ 経費削減策

(ｱ) 人件費の抑制

(ｲ) 省エネ運航の徹底

ａ 基準経路の遵守

ｂ エンジン基準回転数の遵守や不要な照明の消灯等

(ｳ) 物件費の抑制

ａ 修繕費の縮減

ｂ 光熱水費等の管理経費の節減

ｃ 燃料費の縮減
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(4) 環境に配慮した効率的な施設等の整備

ア 環境に配慮した施策の推進

(ｱ) 環境にやさしく経済性を考慮した新船の建造

ａ 新船の検討

ｂ 自然エネルギーの活用

(ｲ) 環境等に配慮した施設の整備

(ｳ) 防汚塗装による推進効率の向上

(ｴ) 低公害車の導入

(ｵ) 緑のカーテンの取組みの充実
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１１ 投資・財政計画 

  （１）収益的収入及び支出（税抜） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （２）資本的収入および支出（税込） 

 

 

 

 （３）年度末資金残高（税抜） 

 
 

 （４）累積欠損金（税抜） 

 

 （５）企業債年度末残高（税抜） 

企業債年度末残高 2,300 2,773 3,482 3,482 3,463 3,377 

投資・財政計画の概況 

投資・財政計画の策定にあたっては、平成３１年１０月の消費税率引き上げに合わ

せて、原価主義に基づく運賃改定を想定しています。※１ 

資本的収支については、資本的収入額が資本的支出額に不足する額は、内部留保資

金である損益勘定留保資金等で補てんすることとしています。 

年度末資金残については、年々減少していきますが、運賃を改定する場合は、収益

的収支が黒字化することから、平成３２年度以降、増加に転じるものと見込んでいま

す。 

（単位：百万円） 

※１ 運賃の設定にあたっては、平成３１年度の累積欠損金を５年間で回収することを想定して、 

積算したものです。 

船舶事業収益 2,422 2,309 2,301 2,674 2,686 2,707

営業収益 2,132 2,043 2,041 2,427 2,436 2,425

営業外収益 231 246 241 241 250 282

特別利益 58 20 20 6 0 0

船舶事業費 2,702 2,727 2,718 2,590 2,593 2,565

営業費用 2,652 2,596 2,541 2,531 2,556 2,530

営業外費用 31 37 37 37 37 35

特別損失 19 94 140 22 0 0

営業損益 △ 520 △ 553 △ 500 △ 104 △ 120 △ 105

経常損益 △ 320 △ 344 △ 296 100 93 142

特別損益 39 △ 74 △ 120 △ 16 0 0

純損益 △ 280 △ 418 △ 417 84 93 142

年度　　

　　項目
29年度 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度

資本的収入 1,082 591 828 119 129 164

資本的支出 1,332 793 1,032 238 258 327

資本的収支 △ 249 △ 202 △ 204 △ 119 △ 129 △ 164

△ 58 △ 477 △ 893 △ 811 △ 719 △ 578累積欠損金

年度末資金残高 1,155 774 598 762 1,076 1,287
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１２ 計画の推進 

(1) 推進体制  

計画の推進にあたっては、目まぐるしく変化する社会経済情勢に対応するため、予

算編成の中で事業運営方針を定め、効率的かつ効果的な事業運営に取り組みます。 

また、局内に経営計画推進委員会を設置し、重点取組項目に基づく個別の具体的方

策の進行管理の徹底や定期的な進捗状況の把握に努めるとともに、学識経験者や公募

市民等により構成されている船舶事業経営審議会の意見や提言も踏まえながら計画

的かつ積極的に推進していきます。 

 

(2) 事業評価  

本計画に掲げる重点取組項目や具体的方策の実効性を高めるために、経営計画推進

委員会において、ＰＤＣＡサイクルに基づいた事業評価を実施し、計画の達成度の評

価や、その評価に至った原因の分析等を行います。 

また、船舶事業経営審議会においても、評価の結果や各種施策の進捗状況、問題点

等に関する意見や提言をいただき、各年度の事業運営方針や今後の経営計画の見直し、

次期経営計画の策定等の企業経営に反映させます。 

 

(3) 公表の方法  

計画の進捗及び達成状況等については、(2)の評価を実施後、船舶局のホームペー

ジ等を通じて公表します。 

 


